
＜請求手続＞ 
 請求手続は、基準日に加入していた医療保険制度が当共済組合か他の医療保険制度かに

より相違します。それぞれ次の（１）及び（２）当共済組合への高額介護合算療養費の支

給申請及び、（３）組合員であった者が、基準日においては他の医療保険制度に加入してい

る場合の、当該他の医療保険制度への高額介護合算療養費の支給申請に必要となる当共済

組合発行の自己負担額証明書の交付申請の手続の流れのとおりとなります。 
 これらに係る申請用紙として、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付

申請書」に必要事項を記入し、所属所（元組合員においては、退職当時の所属所）を経由

して当共済組合へ申請します。 
 なお、いずれも上表の低所得者に該当するときは、市区町村の発行する非課税証明書（無

所得証明書）の添付が必要となります。 
 
（１）基準日には当共済組合に加入していた場合（計算期間の途中で加入する医療保険制

度の変更がない場合） 

 

                 ⑤計算結果（支給額）の送付 

 

 

                 組合員及び 
        ②介護の自己負担額 その被扶養者 
            証明書交付 
                                ③高額介護合算療養費 
           ①支給申請及び介護の            の支給申請（②の証 
            自己負担額証明書             明書を添付）(※) 

            交付申請（※） 

 

           ⑥支給決定通知書の             ⑥支給決定通知書の 

            送付及び支給                送付及び支給 
 
 

 

（※）組合員及び基準日におけるその被扶養者は、介護保険者（計算期間中の転居等によ

り複数の介護保険者に加入していた場合は、そのすべての保険者。以下同じ。）から介

護の自己負担額証明書の交付を受けます（介護保険者に対しては、個人ごとに介護の

被保険者として手続を行ってください。）。このときにその介護保険者に対して高額医

療合算介護サービス費の支給申請も行うことになります。 

   高額介護合算療養費の支給計算は、基準日に加入している医療保険者（共済組合）

が行うため、組合員は本人及び被扶養者に係る介護の自己負担額証明書を添付して、

共済組合へ支給申請を行います（別紙記入例１を参照願います。）。 

   共済組合は、支給計算の結果を介護保険者に通知するとともに、組合員に対して高

額介護合算療養費の決定通知及び支給を行います。 
   共済組合から通知を受けた介護保険者は、組合員又は被扶養者に対して高額医療合

算介護サービス費の決定通知及び支給を行います。 

介護保険者 
（計算期間中

の転居等によ

り複数の介護

保険者に加入

していた場合

は、そのすべ

ての保険者） 

 
医療保険者 
（共済組合） 

 

④支給額の計算 



（２）基準日には当共済組合に加入していた場合（計算期間の途中で加入する医療保険制

度の変更がある場合） 

   例：基準日前には他の医療保険制度に被保険者として加入していて、基準日時点で

組合員である者（計算期間の途中で医療保険者Ｘ→共済組合に異動） 
 
                ⑤計算結果（支給額）の送付 
 

                 組合員及び 
           ②介護の自己負担額  その被扶養者 
         証明書交付 
 
           ①支給申請及び介護の           ③高額介護合算療養費 
            自己負担額証明書             の支給申請（②の証 
            交付申請（※）              明書を添付）(※) 
 

 

        ⑥支給決定通知書の             ⑥支給決定通知書の 
            送付及び支給                送付及び支給 

 
 
          ②Ｘの自己負担額証明書交付 

 

            ①支給申請及びＸの          ⑥支給決定通知書の 
                                送付及び支給 

             自己負担額証明書 
             交付申請（※） 
 
 

                 ⑤計算結果（支給額）の送付 

 

 

（※）組合員及び基準日におけるその被扶養者は、（１）と同様に介護保険者から介護の

自己負担額証明書の交付を受けます。 

   併せて、計算期間中の基準日前に被保険者本人（国民健康保険においては世帯主）

として加入していた医療保険者Ｘ（複数の場合はそのすべて。以下同じ。）からも、医

療の自己負担額証明書の交付を受けます。被扶養者自身が医療保険者（Ｘと同一か別

かは問わない）の被保険者であった場合は、そこからも医療の自己負担額証明書の交

付を受けます。このときに、その医療保険者に対して高額介護合算療養費の支給申請

も行うことになります。 

   組合員は本人及び被扶養者に係る介護の自己負担額証明書並びにＸの自己負担額証

明書（被扶養者自身が被保険者として加入していた医療の自己負担額証明書も含む。）

を添付して、共済組合へ支給申請を行います（別紙記入例２を参照願います。）。 

   共済組合は、支給計算の結果を介護保険者及び医療保険者Ｘに通知するとともに、

組合員に対して高額介護合算療養費の決定通知及び支給を行います。 
   共済組合から通知を受けた介護保険者は、組合員又は被扶養者に対して高額医療合

算介護サービス費の決定通知及び支給を行います。 

   また、共済組合から通知を受けた医療保険者Ｘは、組合員又は被扶養者に対して高

額介護合算療養費の決定通知及び支給を行います。 

介護保険者 
（計算期間中

の転居等によ

り複数の介護

保険者に加入

していた場合

は、そのすべ

ての保険者） 

基準日に加

入していた

医療保険者 
(共済組合) 

 

④支給額の計算 

計算期間中

の基準日前

に加入して

いた医療保

険者 Ｘ 

 



（３）基準日には他の医療保険制度に加入していた場合（計算期間の途中で加入する医療

保険制度の変更がある場合） 

   例：基準日前には当共済組合の組合員であって、基準日時点で他の医療保険制度に

加入している者（計算期間の途中で医療保険が共済組合→他の医療保険者Ｙに

異動） 

 

                ⑤計算結果（支給額）の送付 
 

                 元組合員及び 
           ②介護の自己負担額  その被扶養者 
         証明書交付 
 
           ①支給申請及び介護の           ③高額介護合算療養費 
            自己負担額証明書             の支給申請（②の証 
            交付申請（※）              明書を添付）(※) 
 

 

        ⑥支給決定通知書の             ⑥支給決定通知書の 
            送付及び支給                送付及び支給 

 
 
          ②自己負担額証明書交付 

 

            ①支給申請及び自己          ⑥支給決定通知書の 
                                送付及び支給 

             負担額証明書 
             交付申請（※） 
 
 

                 ⑤計算結果（支給額）の送付 

 

 

 

（※）元組合員及び基準日時点での医療保険者Ｙにおいてその被扶養者は、（１）と同様に

介護保険者から介護の自己負担額証明書の交付を受けます。 

   併せて、基準日に加入する医療保険者Ｙ以外の共済組合を含むすべての医療保険者

から、自己負担額証明書の交付を受けます。このときに、その医療保険者に対して高

額介護合算療養費の支給申請も行うことになります（別紙記入例３を参照願います。）。 
   支給計算は基準日に加入する医療保険者Ｙが行うため、元組合員は本人及び被扶養

者に係る医療及び介護の自己負担額証明書を添付して、医療保険者Ｙへ支給申請を行

います。 

   医療保険者Ｙは、支給計算の結果を共済組合（被扶養者自身が被保険者として加入

していた医療保険者を含む。）及び介護保険者に通知するとともに、元組合員に対して

高額介護合算療養費の決定通知及び支給を行います。 
   医療保険者Ｙから通知を受けた共済組合は、元組合員に対して高額介護合算療養費

の決定通知及び支給を行います。 
   医療保険者Ｙから通知を受けた介護保険者は、元組合員又は被扶養者に対して高額

医療合算介護サービス費の決定通知及び支給を行います。 

介護保険者 
（計算期間中

の転居等によ

り複数の介護

保険者に加入

していた場合

は、そのすべ

ての保険者） 

基準日に加

入していた

医療保険者 
Ｙ 

 

④支給額の計算 

計算期間中

の基準日前

に加入して

いた共済組

合 

 



＜合算される自己負担額の範囲について＞ 

 合算される自己負担額の範囲については、次の事例を参照願います。 

 

 ８／１        合算対象            ７／３１ 
                            （基準日） 

 
Ａ                              基準日における、Ａが属する世帯の範囲 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
Ｄ 
 
                                  合算対象外 

Ａ 
 
Ｂ                         合算対象 
 

Ｃ                        合算対象外 
 
Ｄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜その他＞ 

（１）自己負担額について 

 医療における自己負担額とは、世帯合算の高額療養費と同じ範囲の一部負担金の額です。

したがって７０歳未満の者については、高額療養費適用前の一部負担金が合算対象基準額

２１，０００円（７５歳到達月は１０，５００円）以上の負担に限られます。７０歳以上

７５歳未満の高齢受給者については、金額にかかわらずすべての一部負担金が対象となり

ます。 

 また、高額療養費、一部負担金払戻金や家族療養費附加金、国・地方公共団体が実施す

る公費負担医療助成を受けた場合は、それらを控除してなお残る負担額が合算対象となり

ます。 

 介護で合算対象となる自己負担額とは、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費

や国・地方公共団体が実施する公費負担医療助成を受けた場合、それらを控除してなお残

る負担額をいいます。 

共済組合 組合員 
医

療

分 

介

護

分 

Ａの被扶養者 

Ａの被扶養者 

Ａの被扶養者 ○○県広域連合被保険者 

△△健保 被保険者 

Ａの被扶養者 

□□国保 被保険者 

□□国保被保険者（世帯主）

費用負担者（医療分）の整理 

①：Ａ ②：Ａ ③：Ｃ ④：Ｄ 

① ② 

③ 
④

●●市介護 被保険者 

●●市介護 被保険者（自己負担額０円） 

□□町介護 被保険者 

□□町介護 被保険者 

⑤ 

⑥ 

⑦

 このケースにおいては、基準日においてＡ、Ｂ及びＣが医療保険上の同一世帯に属しているので、Ａ世

帯の自己負担額の合算額は、医療分：①＋②＋③、介護分：⑤＋⑥となります（④、⑦はＤ世帯の合算対

象。）。 

 よって、Ａは△△健保・□□国保・●●市介護・□□町介護に係る自己負担額証明書を添付して、基準

日に加入している医療保険者（共済組合）に支給申請してください。 

（注）Ｃ及びＤは、Ａの親（別居）。Ａは介護サービスの利用なし。 

費用負担者（介護分）の整理 

⑤：Ｂ ⑥：Ｃ ⑦：Ｄ 

 



（２）計算期間途中の死亡の場合 
 計算期間途中に組合員が死亡したときは、死亡日を基準日とみなし、死亡時点までの世

帯の負担額を合算対象として、死亡した組合員についての支給額を計算します。 
 この場合、組合員死亡時における被扶養者が、その時点で共済組合に申請することにな

ります（申請書の申請欄には被扶養者の氏名を署名し、押印することになります。）。死亡

日の翌日から最初に到来する基準日までの期間については、被扶養者であった者が、基準

日時点で被保険者本人（国民健康保険においては世帯主）として加入していた医療保険者

へ申請することになります。 
 計算期間途中に被扶養者が死亡したときは、死亡日を基準日とみなし、死亡日の属する

月の月末までの世帯の負担額を合算対象として、死亡した被扶養者についての支給額を計

算します。 
 この場合、組合員が、被扶養者死亡日の属する月の月末時点で共済組合に申請すること

になります。死亡日の属する月の翌月（死亡日の属する月が７月のときは当月）から最初

に到来する基準日までの期間については、組合員が、基準日時点で組合員又は被保険者本

人（国民健康保険においては世帯主）として加入していた医療保険者へ申請することにな

ります。 


